
最
近
の
シ
ニ
ア
世

代
で
も
、
独
身
の
男

女
が
増
加
し
て
い
る

そ
う
で
あ
る
。
全
国

規
模
の
マ
イ
ナ
ビ
の

調
査
（
二
〇
一
三

年
、
五
十
〜
六
十
四
歳
の
独
身

男
女
六
百
六
十
七
人
を
対
象
に

行
っ
た
）
に
よ
る
と
、
特
定
の

｢

交
際
相
手
が
い
る｣

男
性
は

五
・
七
％
、
女
性
は
一
四
・
〇
％

で
あ
っ
た
。｢

パ
ー
ト
ナ
ー
が

欲
し
い
で
す
か｣

で
は
、
男
性

で
は
、｢

結
婚
相
手
が
欲
し
い｣

二
一
・
一
％
、｢

一
緒
に
暮
ら
す

パ
ー
ト
ナ
ー
が
欲
し
い｣

一
九
・
三
％
、｢

交
際
相
手
が
欲

し
い｣

一
九
・
九
％
と
な
り
、

パ
ー
ト
ナ
ー
が
欲
し
い
と
の
回

答
は
約
六
割
だ
っ
た
。
一
方
、

女
性
で
は
「
パ
ー
ト
ナ
ー
が
欲

し
い
」
と
の
回
答
は
、
全
部
含

め
て
も
三
割
足
ら
ず
で
あ
っ

た
。
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
み
た

い
こ
と
の
第
一
位
は｢

旅
行｣

で
、男
女
共
に
約
七
割
が
回
答
、

二
位
は
食
べ
歩
き
五
割
、
ド
ラ

イ
ブ
も
男
女
共
に
五
割
弱
が
回

答
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、

「
パ
ー
ト
ナ
ー
に
出
会
う
た
め

に
何
か
行
動
し
て
い
る
か
」
の

問
い
に
は
、
何
ら
行
動
に
移
し

て
い
な
い
男
性
は
八
〇
・
五
％
、

女
性
で
は
八
六
・
八
％
で
あ
っ

た
。
つ
ま
り
、
中
高
年
の
独
身

者
た
ち
は
、
パ
ー
ト
ナ
ー
を
求

め
て
い
る
が
行
動
を
起
こ
し
て

い
な
い
。
筆
者
が
参
加
し
て
い

る｢

旅
行
サ
ー
ク
ル｣

も
、
独

身
者
に
は
一
番
人
気
の
サ
ー
ク

ル
で
あ
る
が
、
旅
が
目
的
な
の

で
女
性
参
加
者
の
比
率
が
高

く
、
出
会
い
目
的
の
男
性
に
は

違
和
感
が
あ
る
か
も
し
れ
な

い
。
あ
く
ま
で
も
出
会
い
は
当

人
同
士
の
こ
と
な
の
で
、
自
己

責
任
で
お
願
い
し
て
い
る
。

今月の会員数／1,028人（医科725人・歯科303人）
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六
月
二
十
二
日
（
日
）、
ホ

テ
ル
金
沢
に
お
い
て
、麻
酔
科
・

ペ
イ
ン
ク
リ
ニ
ッ
ク
内
科
と
し

て
開
業
さ
れ
て
い
る
中
村
耕
一

郎
先
生
（
七
尾
市
）
を
講
師
に

お
招
き
し
、
表
記
講
演
会
を
開

催
し
た
。
参
加
者
は
、
医
師

十
八
人
、
歯
科
医
師
一
人
、
コ
・

メ
デ
ィ
カ
ル
五
十
三
人
の
合
計

七
十
二
人
で
あ
っ
た
。

講
演
は
、
ま
ず
変
形
性
膝
関

節
症
を
例
に
と
り
、
整
形
外
科

医
と
ペ
イ
ン
ク
リ
ニ
ッ
ク
科
医

と
の
間
の
病
態
の
考
え
方
、
治

療
方
法
の
違
い
を
説
明
し
、
痛

み
に
対
す
る
ペ
イ
ン
ク
リ
ニ
ッ

ク
科
医
と
し
て
の
総
論
的
な
考

え
方
か
ら
始
ま
っ
た
。
変
形
性

膝
関
節
症
を
「
軟
骨
が
変
形
し

こ
す
れ
合
っ
て
す
り
減
っ
た
か

ら
」
と
考
え
る
の
で
は
な
く
、

「
長
年
の
使
用
で
膝
の
周
り
の

筋
肉
が
縮
ん
だ
ま
ま
に
な
っ

た
」
の
が
原
因
と
し
、「
拘
縮

し
た
筋
肉
に
局
所
麻
酔
を
施
し

て
や
れ
ば
問
題
は
解
決
す
る
」

と
の
説
明
に
、
同
じ
病
気
で
も

ず
い
ぶ
ん
と
見
方
が
違
う
の
だ

と
改
め
て
認
識
さ
せ
ら
れ
た
。

本
題
で
あ
る
が
、
ご
自
身
で

学
ん
で
こ
ら
れ
た
講
演
会
の
内

容
と
、
自
ら
の
経
験
し
た
症
例

を
通
し
て
説
明
し
て
い
た
だ
い

た
。
ま
ず
は
肘
部
静
脈
穿
刺
の

心
得
と
し
て
、「
必
ず
正
中
よ

り
外
側
で
穿
刺
す
る
こ
と
」
と

し
、
同
部
位
の
解
剖
の
絵
を
用

い
て
、
肘
部
尺
側
の
静
脈
周
囲

に
は
神
経
が
巻
き
付
く
よ
う
に

走
行
し
て
お
り
、
い
く
ら
注
意

し
て
も
神
経
損
傷
を
完
全
に
避

け
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と

述
べ
ら
れ
た
。
ま
た
、「
皮
下

を
針
で
探
ら
な
い
」
こ
と
や

「
静
脈
の
真
上
か
ら
刺
す
」
こ

と
な
ど
が
、
針
刺
し
に
よ
る
神

経
損
傷
を
回
避
す
る
コ
ツ
で
あ

る
と
教
え
て
い
た
だ
い
た
。

さ
ら
に
、
針
刺
し
時
に
ト
ラ

ブ
ル
が
あ
っ
た
時
の
対
処
法
と

し
て
、
適
切
な
診
療
の
必
要
性

や
専
門
医
へ
の
紹
介
が
必
要
な

こ
と
と
、
コ
・
メ
デ
ィ
カ
ル
に

対
し
て
は
、
積
極
的
な
記
録
＝

苦
情
が
あ
っ
た
と
き
の
カ
ル
テ

の
書
き
方
が
大
切
だ
と
し
、
患

者
さ
ん
と
の
会
話
内
容
や
、
点

滴
施
行
の
時
間
、
そ
の
穿
刺
部

位
な
ど
正
確
な
記
載
が
医
療
訴

訟
対
策
と
し
て
大
変
重
要
で
あ

る
こ
と
を
お
話
し
い
た
だ

い
た
。

今
日
得
ら
れ
た
知
識
に
よ

り
、
少
し
で
も
ト
ラ
ブ
ル
を
回

避
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
医

療
者
側
・
患
者
側
双
方
に
と
っ

て
幸
い
な
こ
と
で
あ
る
。

神
経
損
傷
を
回
避
す
る
コ
ツ
は
？

理
事

　斉
藤

　典
才
（
金
沢
市
・
外
科
）

正
中
よ
り
外
側
で
穿
刺
を
／
皮
下
を
針

で
探
ら
な
い
／
静
脈
の
真
上
か
ら
刺
す

医師とコ・メディカルのためのよろず勉強会

講師中村耕一郎 先生（中村ペインクリニック院長）

穿刺や採血後の神経痛は
未然に防げるか？～日頃から注意すべき

　ＣＲＰＳ対策～

「
会
長
談
話
」「
会
長
声
明
」は
、当
協
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の「
石
川
協
会
News
」で
ご
覧
く
だ
さ
い
。

医
療・介
護
総
合
法
案
の
成
立
に
強
く
抗
議
す
る
会
長
談
話
を
発
表（
六
月
十
九
日
）

集
団
的
自
衛
権
行
使
容
認
の『
閣
議
決
定
』の
撤
回
を
要
求
す
る
会
長
声
明
を
発
表（
七
月
二
日
）

2014年度版病院マップ

石川県保険医協会

石川県内 公的・私的病院案内

病診連携の一助に

2014年度版
『病院マップ』
7月10日
発刊

ただいま
追加申し込み受付中！

会員の先生には1冊無料でお送りしました。
（石川県保険医協会  医療福祉部）
TEL 076-222-5373　FAX 076-231-5156

○会　員：1冊　2,000円
○会員外：1冊　3,000円
※在庫が無くなり次第終了させていただきます。

72人の医師、歯科医師、コ・メディカルが参加して開かれた講演会
� （6月22日・ホテル金沢）

講師の中村耕一郎氏（七尾市）

石 川 保 険 医 新 聞（1）2014年7月15日（毎月15日発行） （1998年２月６日第三種郵便物認可）　第507号



六
月
八
日
に
、
愛
媛
県
松
山

市
の
た
ん
ぽ
ぽ
ク
リ
ニ
ッ
ク
の

永
井
康
徳
先
生
（
た
ん
ぽ
ぽ
先

生
）
を
お
呼
び
し
て
、
第
一
部

「
明
日
か
ら
使
え
る
在
宅
医
療

制
度
の
基
礎
知
識
〜
平
成

二
十
六
年
度
改
定
を
踏
ま
え
て

〜
」
と
、
第
二
部
「
本
人
の
生

き
方
に
向
き
合
う
在
宅
医
療
〜

多
死
社
会
に
む
け
て
終
末
期
の

医
療
と
介
護
を
考
え
る
〜
」
と

い
う
二
部
構
成
で
、
在
宅
医
療

講
演
会
を
ホ
テ
ル
金
沢
で
開
催

し
ま
し
た
。
会
員
医
師
・
歯
科

医
師
、
看
護
師
ら
医
療
ス
タ
ッ

フ
合
わ
せ
て
九
十
六
人
の
参
加

が
あ
り
ま
し
た
。

た
ん
ぽ
ぽ
先
生
は
、
日
経
Ｂ

Ｐ
社
か
ら
『
た
ん
ぽ
ぽ
先
生
の

在
宅
報
酬
算
定
マ
ニ
ュ
ア
ル
』

と
い
う
本
を
出
版
さ
れ
て
い
ま

す
が
（
二
〇
一
四
年
六
月
に
改

訂
版
発
行
・
右
下
）、
こ
の
本

は
「
全
国
統
一
在
宅
医
療
テ
ス

ト
公
式
テ
キ
ス
ト
」
と
銘
打
た

れ
て
い
ま
す
。
現
在
、本
紙
に
、

そ
の
テ
ス
ト
問
題
を
連
載
（
八

面
）
し
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の

テ
ス
ト
問
題
も
作
っ
て
お
ら
れ

る
先
生
で
す
。

さ
て
、
講
演
を
伺
っ
て
、

「
ク
ー
ル
で
か
つ
ホ
ッ
ト
だ

ぜ
ー
」
と
思
い
ま
し
た
。
先
生

は
、
開
業
さ
れ
る
前
は
、
松
山

市
か
ら
高
速
道
路
を
使
っ
て
も

一
・
五
時
間
か
か
る
人
口

千
二
百
人
の
俵
津
と
い
う
過
疎

地
の
診
療
所
に
勤
務
さ
れ
て
い

ま
し
た
。
そ
の
診
療
所
は
毎
年

三
千
万
円
の
赤
字
を
出
し
、
閉

鎖
の
話
が
出
ま
し
た
。
そ
の
と

き
に
以
前
勤
務
し
て
い
た
永
井

先
生
に
声
が
か
か
っ
た
の
で

す
。
意
気
に
感
じ
た
の
か
、
過

疎
地
の
地
域
医
療
を
守
る
た
め

に
俵
津
診
療
所
を
引
き
受
け
ま

し
た
。
こ
こ
ら
が
「
ホ
ッ
ト
だ

ぜ
ー
」
と
い
う
所
で
す
。

一
方
、
一
人
の
医
師
の
頑
張

り
だ
け
で
診
療
所
を
維
持
す
る

の
で
は
な
く
、
先
生
の
法
人
の

医
師
（
常
勤
医
師
が
十
人
い
る

と
の
こ
と
）
が
、
き
ち
ん
と
タ

イ
ム
シ
フ
ト
を
組
ん
で
診
療
を

行
い
、
か
つ
訪
問
診
療
を
き
ち

ん
と
位
置
づ
け
、
経
営
的
に
も

成
り
立
つ
よ
う
に
し
ま
し
た
。

こ
こ
ら
が
「
ク
ー
ル
だ
ぜ
ー
」

な
所
で
す
。
東
日
本
大
震
災
の

被
災
地
支
援
に
も
、
い
ち
早
く

駆
け
つ
け
ま
し
た
。
こ
こ
は

ホ
ッ
ト
。
一
方
、
被
災
地
で
ど

う
し
た
ら
在
宅
医
療
が
役
割
を

果
た
せ
る
か
と
い
う
こ
と
を
冷

静
に
考
え
現
場
で
使
え
る
ア
ド

バ
イ
ス
を
し
ま
し
た
。
こ
こ
は

ク
ー
ル
。

第
一
部
で
は
、
ま
ず
在
宅
医

療
の
質
＝
理
念
（
熱
い
想
い
）

×
シ
ス
テ
ム
（
ノ
ウ
ハ
ウ
）
×

人
財
（
制
度
の
知
識
）
と
切
り

出
し
ま
し
た
。
在
宅
医
療
で
大

切
な
こ
と
は
、「
利
用
者
の
不

安
を
い
か
に
取
り
除
け
る

か
？
」
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に

は
「
い
つ
で
も
連
絡
し
て
く
だ

さ
い
ね
」
と
言
え
る
組
織
で
あ

る
こ
と
が
必
要
と
述
べ
ら
れ
ま

し
た
。
そ
れ
を
具
体
的
に
保
障

す
る
、
疲
弊
し
な
い
二
十
四
時

間
三
百
六
十
五
日
対
応
の
当
番

体
制
シ
ス
テ
ム
、
四
人
ワ
ン
ユ

ニ
ッ
ト
説
（
平
日
の
交
代
制
と

土
日
の
交
代
制
を
保
障
す
る
体

制
）
な
ど
を
示
さ
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
人
財
（
制
度
の
知

識
）
で
は
、
カ
ン
フ
ァ
ラ
ン
ス

で
の
四
つ
の
呪
文
を
紹
介
し
、

特
に
ど
う
い
う
と
き
に
医
療
保

険
の
訪
問
看
護
が
使
え
る
か
が

重
要
と
強
調
さ
れ
ま
し
た
。
制

度
の
こ
と
を
知
ら
な
い
の
は
、

患
者
さ
ん
や
家
族
に
対
す
る
わ

れ
わ
れ
の
罪
だ
と
い
う
意
識

で
、
制
度
の
熟
知
が
必
要
な
こ

と
が
例
示
さ
れ
ま
し
た
。

第
二
部
で
は
、
た
ん
ぽ
ぽ
ク

リ
ニ
ッ
ク
の
職
員
で
結
成
さ
れ

た
「
未
熟
座
」
と
い
う
劇
団
に

よ
る
、
終
末
期
を
め
ぐ
る
病
院

の
医
師
、
家
族
、
在
宅
医
な
ど

が
登
場
す
る
笑
い
も
あ
る
シ
リ

ア
ス
な
映
画
が
上
映
さ
れ
ま
し

た
。
参
加
者
の
中
に
は
涙
を
流

す
人
も
い
て
、「
未
熟
座
」
と

い
う
よ
り
「
完
熟
座
」
と
い
っ

て
も
い
い
出
来
栄
え
で
し
た
。

永
井
先
生
の
著
作
の
タ
イ
ト
ル

で
あ
る
「
楽
な
よ
う
に
、
や
り

た
い
よ
う
に
、
後
悔
し
な
い
よ

う
に
」
の
示
す
意
味
が
、
永
井

先
生
た
ち
が
行
っ
て
い
る
実
際

の
在
宅
ケ
ア
で
明
ら
か
に
さ
れ

ま
し
た
。

自
院
の
「
社
会
的
使
命
」
を

自
覚
し
、
ク
ー
ル
に
か
つ
ホ
ッ

ト
に
在
宅
医
療
を
実
践
す
る
永

井
先
生
の
大
き
さ
（
体
格
で
は

な
い
）
を
感
じ
た
講
演
会
で

し
た
。

三
月
末
、
政
府
の
規

制
改
革
会
議
が
、
患
者

が
希
望
し
た
場
合
、
簡

素
な
手
続
き
で
、
健
康

保
険
か
ら
保
険
外
併
用

療
養
の
支
給
が
受
け
ら

れ
る
、
事
実
上
の
混
合
診
療
全
面
解

禁
と
な
る
「
選
択
療
養
」
の
提
言
が

な
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
、保
団
連
、

保
険
医
協
会
、
日
本
医
師
会
、
患
者

団
体
か
ら
、
こ
れ
で
は
安
全
・
安
心

な
医
療
に
は
な
ら
な
い
と
の
猛
反
発

を
く
ら
い
、
実
施
で
き
る
医
療
機
関

を
限
定
す
る
な
ど
一
部
修
正
し
た
上

で
、
六
月
十
三
日
「
規
制
改
革
会
議

第
二
次
答
申
」
に
お
い
て
「
患
者
申

出
療
養
制
度
」
と
名
前
を
変
え
て
正

式
に
提
起
さ
れ
た
。
現
政
権
は
、
基

本
的
に
混
合
診
療
を
拡
大
す
る
方
針

で
あ
り
、
最
終
的
に
、
ど
の
よ
う
に

法
案
化
さ
れ
実
施
さ
れ
る
か
予
断
を

許
さ
な
い
状
況
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
社
会
保
障
を
充
実
さ
せ

る
こ
と
は
、
国
の
義
務
で
あ
り
、
憲

法
に
も
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中

で
も
医
療
は
、
す
べ
て
の
国
民
に
対

し
、
健
康
や
生
命
を
高
い
レ
ベ
ル
で

守
る
べ
き
公
共
的
使
命
が
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
経
済
的
に
裕
福
な
方
々
を
中

心
に
、自
費
負
担
を
多
く
し
て
で
も
、

自
分
だ
け
は
、
よ
り
高
い
レ
ベ
ル
の

医
療
を
受
け
た
い
と
の
要
望
が
あ
る

の
も
事
実
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
私
た

ち
は
、
す
べ
て
の
国
民
に
、
必
要
な

医
療
を
必
要
な
だ
け
提
供
で
き
る
よ

う
、
有
用
な
医
療
行
為
や
医
薬
品
を

速
や
か
に
医
療
保
険
に
組
み
入
れ
る

体
制
の
確
立
を
、
改
め
て
主
張
し

た
い
。

今
回
の
「
患
者
申
出
療
養
制
度

（
仮
称
）」
の
提
案
は
、
ま
さ
に
混
合

診
療
と
い
う
、
憲
法
の
精
神
と
は
相

反
す
る
医
療
体
制
を
構
築
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
り
、
強
く
反
対
し
、

撤
回
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
。

改
革
会
議
や
総
理
大
臣
が
言
う
よ

う
な
、「
困
難
な
病
気
と
闘
う
患
者

の
治
療
の
選
択
肢
を
広
げ
る
た
め
」

と
の
提
案
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
公
費

負
担
に
よ
り
安
全
性
を
担
保
し
た
上

で
、
治
験
実
施
で
対
応
が
可
能
な
は

ず
で
、
安
易
な
医
師
と
患
者
の
契
約

に
よ
る
患
者
申
出
療
養
制
度
は
、
安

全
性
の
確
保
や
医
療
倫
理
違
反
の
誘

発
な
ど
問
題
が
多
い
。
折
し
も
、
地

元
の
大
学
病
院
で
、
が
ん
患
者
に
対

す
る
、
カ
フ
ェ
イ
ン
併
用
化
学
療
法

に
つ
い
て
の
倫
理
違
反
が
明
ら
か
に

な
っ
た
。
混
合
診
療
の
拡
大
は
、
こ

の
よ
う
な
不
祥
事
を
誘
発
す
る
危
険

を
孕
む
。

改
め
て
医
療
は
、
公
共
性
の
高
い

「
社
会
的
共
通
資
本
」
で
あ
り
、
安

易
な
金
儲
け
の
対
象
や
、
一
部
の
富

裕
層
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
て
は
な

ら
な
い
こ
と
を
宣
言
す
る
も
の
で

あ
る
。

副
会
長

　大
川

　義
弘
（
金
沢
市･

内
科
）

在
宅
医
療
講
演
会

た
ん
ぽ
ぽ
先
生
の
在
宅
医
療
を
学
ぶ

ク
ー
ル
で
か
つ
ホ
ッ
ト
だ
ぜ
ー

訪
問
診
療
に
係
る
記
録
書

義
務
化
の
即
時
撤
回
を

「
医
療
介
護
総
合
法
案
」

地
域
の
実
態
に
合
っ
た

「
患
者
申
出
療
養
制
度
」を

 

隠
れ
蓑
に
し
た

混
合
診
療
解
禁
策
に

 

強
く
反
対
す
る

「
患
者
申
出
療
養
制
度
」を
隠
れ
蓑
に
し
た

 

混
合
診
療
解
禁
策
に
強
く
反
対
す
る

講師の「たんぽぽ先生」こと
永井康徳先生（松山市･内科）

会員医師、看護師ら96人が参加して開かれた在宅医療講演会
� （6月8日・ホテル金沢）

たんぽぽ先生の

在宅報酬
算定マニュアル

改訂版

2014年度診療報酬改定に完全対応！
待望の改訂版が遂に登場
在宅医療のパイオニアが教える！
「勘所」90項目を厳選
この１冊で丸わかり！
•永井康徳　著
•B5判・224ページ
•価　格 ： 3,456円（税込み）
•ISBN ： 978-4-8222-3187-3
•発行元 ： 日経BP社
•発行日 ： 2014/06/24

※本書をご希望の方は、アマゾンなどでご注文いただけます。
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はじめに
6 月24日、政府は、「『日本再興戦略』改訂2014」（新成長戦略）を閣議決定

した。いわゆる「アベノミクス」による日本経済の「上昇」を目指すための今
後の施策を示したものである。医療保障制度は本来、社会保障制度としての公
共的な役割があり、市場の活性化・成長戦略の対象とはなり得ないはずである
が、新成長戦略においては、「攻めの農林水産業の展開」と並んで「健康産業
の活性化・ヘルスケアサービスの提供」として「構造改革」の対象となってい
る。健康関連分野を成長市場に変えるためのさらなる市場化・営利化の推進で
ある。この文脈の中に、「保険外併用療養費制度の大幅拡大」が位置付けられ、
新たな保険外併用の仕組みとして「患者申出療養」（仮称）の創設が提起され
た。「混合診療」の大幅拡大施策である。以下、患者申出療養制度の内容を整
理したうえで、改めて「混合診療」の何が問題なのかをみていきたい。

患者申出療養制度とは
3 月末、政府の規制改革会議は、混合診療の実質的解禁を企図して「選択療

養制度」の創設を提起した。この提案については、医療界のみならず、患者団
体、保険者団体からも強い批判が浴びせられ、 6月13日に示された「規制改革
会議第二次答申」においては、「患者申出療養」という枠組みで正式に提示さ
れた。この内容が冒頭で紹介した新成長戦略に盛り込まれたのである。
そもそも一連の診療行為において、保険診療と保険外診療の併用（いわゆる
混合診療）は、健康保険法上認められておらず、これは最高裁判決でも確定し
ている。例外的に認められているのは、「保険外併用療養費制度」に位置付け
られた療養のみであり、現行の制度としては先進医療など保険収載を前提とし
た「評価療養」と差額ベッド料などの「選定療養」がある。患者申出療養制度
は、この保険外併用療養費制度の第三のカテゴリーとして新設するとしてお
り、第二次答申からそのまま引用すれば、「困難な病気と闘う患者からの申出
を起点として、国内未承認医薬品等の使用や国内承認済みの医薬品等の適応外
使用などを迅速に保険外併用療養として使用できるよう、保険外併用療養費制
度の中に、新たな仕組みとして「患者申出療養（仮称）」を創設し、患者の治
療の選択肢を拡大する」とまとめられている。

患者申出療養の具体的内容
対応できる医療機関は、大学病院本院を中心に全国15病院が指定されている

「臨床研究中核病院」（以下単に「中核病院」）と「患者に身近な医療機関」と
され、診療内容に応じて連携協力を図りながら診療体制を構築するとしてい
る。中核病院は、今後要件を満たせば追加していくとされており、また、「患
者に身近な医療機関」についても中核病院の承認により随時追加することとな
っている。
具体的な手順は次のとおり。まず、「患者申出療養」としての前例がある診
療については、中核病院や「患者に身近な医療機関」が患者からの申出を受
け、前例を取り扱った中核病院に申請する。申請から原則 2週間で中核病院が
判断し、受診できるようにする。前例がない診療については、中核病院が国に
対して申請する。申請から原則 6週間で国が判断し、受診できるようにする。
その際には、「患者に身近な医療機関」で受診できるよう、当該医療機関を最
初から対応医療機関として申請することもできる。
「安全性・有効性」については、国が「専門家の合議」で確認することで担
保されるとしている。また、将来の保険収載に向けては、「治験等に進むため
の判断ができるよう、実施計画を作成し、国において確認するとともに、実施
に伴う重篤な有害事象や実施状況、結果等について報告を求める」としてい
る。なお、実施計画の「対象外」患者から申し出があった場合についても、中
核病院において安全性、倫理性等について検討を行ったうえで、国において専
門家の合議により実施を承認するとしている。

患者申出療養制度の問題点
選択療養制度から患者申出療養制度に変わったことにより、「安全性・有効
性の担保」の問題はクリアされるのか。答えは否である。第一に指摘すべき
は、患者申出療養の対象（すなわち混合診療の対象）が無限定に拡大していく
ことである。確かに、前例のない診療については、中核病院が国に申請し、国

が安全性を判断するというプロセスを組み込んでいる。しかしながら、そもそ
も、新制度の提起自体が「患者に身近な医療機関」において「迅速な保険外併
用療養」を実現する仕組みを目指していることから、中核病院においてはスピ
ーディーな「前例づくり」が求められるのは言うまでもなく、この前例の集積
は、協力医療機関として位置づけられる「患者に身近な医療機関」の集積にも
つながり、結果として混合診療が無限定に拡大していく自体が想定される。ま
た、そうでなければ、そもそもこの施策が経済施策としての「成長戦略」に位
置付けられていることの意味がなくなってしまう。 6月10日の一般紙等におい
ては、「リスクの低い未承認薬や適応外薬の使用では1000を超える医療機関へ
の拡大が見込まれる」と報道されている。
第二は、 2〜 6週間で本当に安全性・有効性を判断できるのかという問題で
ある。現行の評価療養でさえ 6か月かかっているものを、どのようなプロセス
でここまで短縮できるのか、具体的には何も明らかにされていない。また、安
全性・有効性の評価を行うために実施計画を作成するとしているが、その水準
についても疑義がある。例えば、評価療養においてはその対象患者について年
齢制限や他の病気に罹患していないなどの諸条件が満たさなければならない
（この点、第二次答申自らが「安全性・有効性が確認された医療を保険収載し
ていくうえで必要なプロセスである」と認めている）が、実施計画の対象外患
者からの申出も受け付けるという新制度においては、実施計画の「質」をどの
ように担保できるのか、はなはだ疑問である。
第三は、将来の保険収載の見通しである。第二次答申では、「治験等に進む
ための判断ができるよう報告を求める」との表現にとどまっており、安倍総理
が言うような保険収載につながる手続については何も明示されていない。評価
療養は少なくとも中医協において保険収載の是非について検討する機会が与え
られるが、患者申出療養には現時点の案では何も用意されていない。「将来の
保険収載につなげる」という説明とは逆に、むしろ保険外に固定される療法・
薬剤の集積場所として新制度が機能する可能性は否定できない。
以上、「患者申出療養」制度は、不当な混合診療の大幅な拡大につながる施
策であり、とうてい容認できないと考えるものである。

あらためて、混合診療「禁止」の意義
そもそも、なぜ「混合診療」は「禁止」されねばならないのか。あらためて
整理しておこう。
第一は、患者申出療養において最大の争点となっている「医療の安全性・有
効性の担保」である。第二は、患者の医療費支払能力により受けることのでき
る医療に差別を持ち込ませないという点である。どちらも、医療における医療
提供者側と患者側の情報の非対称性と密接な関係があり、患者が有用性のない
科学的根拠に乏しい医療を受けたり、不当な患者負担を求められたりすること
を防ぐことにつながる。
第三は、保険財源の消費のあり方の問題である。国民皆保険のもとすべての
国民の拠出（保険料と一般財源）によりプールされている保険財源について
は、すべての患者に消費できる機会が与えられねばならない。混合診療は、保
険外負担が可能な所得階層のみが、保険外診療とあわせて保険財源を消費でき
るという意味において、いわば保険財源の「つまみ食い」を可能とするもので
ある。
第四は、保険診療の水準向上へのインセンティブが働くということである。
保険診療に保険外診療が組み合わされるとすべて自由診療になるという「原
則」は、国に対して常に保険診療の水準を向上させるインセンティブを与える
ことになる。新規技術・新薬を使用したければ全額自由診療という状態を、国
はいつまでも放置するわけにはいかないからである。逆に言えば混合診療を認
めるということは「保険のきかない医療」の存在を正面から容認することとな
り、保険がきく医療の範囲の固定化や限定縮小化につながってしまうので
ある。
結局、保険診療と保険外診療の併用については、極めて限定的・例外的に解
することが求められる。原則として混合診療を保険給付外としたうえで、保険
外診療を公的コントロール下におき、あくまでも保険導入を前提に「過渡的
に」認めるという運用がされなければならない。この観点から現行の評価療養
を見直し選定療養を廃止する方向で改革するならともかく、混合診療のカテゴ
リーを拡大するような施策は、断固として認めるわけにはいかない。

おわりに
混合診療の問題は、つまるところ医療保険制度はどうあるべきかというテー
マに直結する。混合診療を認めるということは医療保険により提供される医療
には限界がある（あってもよい）ことを認めることであり、逆に言えば「必要
な医療はすべて保険でカバーされるべき」という理念をベースにすれば、混合
診療は認められないことを意味する。医療保険制度は患者に必要な医療を必要
なだけ提供するべきものか、それとも、最低限度の保障にとどまりそれを上回
る部分は自己責任でよいとするのかという理念の対立をもたらすきわめて重要
なテーマなのである。もちろん、我々は今後も前者の立場から、あるべき医療
保険制度を実現させたいと考えている。

社会保障・税一体改革これで
いいのか！？

事務局長　工藤　浩司

第 18 回 患者申出療養制度の問題点
─あらためて混合診療禁止の意義を考える
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石
川
県
保
険
医
協
会
の
「
原

発
・
い
の
ち
・
み
ら
い
」
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
は
、
二
〇
一
四
年
四

月
二
十
三
日
（
水
）、
日
本
科

学
者
会
議
原
子
力
研
究
委
員
会

委
員
で
あ
る
児
玉
一
八
氏
と
、

志
賀
原
発
の
耐
震
安
全
性
と
活

断
層
問
題
を
テ
ー
マ
に
懇
談
を

実
施
し
ま
し
た
。
児
玉
氏
は
新

潟
大
学
名
誉
教
授
の
立
石
雅
昭

氏
（
専
門
は
地
質
学
）
と
共
に
、

志
賀
原
発
周
辺
で
ボ
ー
リ
ン
グ

調
査
を
は
じ
め
と
す
る
活
断

層
・
断
層
群
の
調
査
を
行
っ
て

お
り
、
今
回
の
懇
談
で
は
、
主

に
そ
の
調
査
の
報
告
を
し
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

新
聞
や
テ
レ
ビ
な
ど
の
報
道

を
通
じ
て
、
現
在
、「
志
賀
原

発
廃
炉
訴
訟
」
が
行
わ
れ
て
い

る
こ
と
は
皆
さ
ん
ご
存
知
だ
と

思
い
ま
す
が
、
北
陸
電
力
は

「
原
発
立
地
周
辺
の
断
層
は
活

断
層
で
は
な
い
」
と
主
張
し
て

い
ま
す
。
し
か
し
、
二
〇
一
四

年
二
月
に
行
わ
れ
た
原
子
力
規

制
委
員
会
に
よ
る
現
地
調
査
に

参
加
し
た
藤
本
光
一
郎
委
員

（
東
京
学
芸
大
准
教
授
）
か
ら

は
、「
敷
地
内
断
層
の
切
断
関

係
と
延
長
を
示
す
北
陸
電
力
の

図
は
、
奇
妙
に
見
え
る
」
と

い
っ
た
疑
問
が
出
さ
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
原
子
力
安
全
保
安

院
が
東
日
本
大
震
災
以
後
の
二

〇
一
二
年
七
月
に
行
っ
た
「
第

十
九
回
地
震
津
波
に
関
す
る
意

見
聴
取
会
」
に
お
い
て
、
東
北

大
学
教
授
の
今
泉
俊
文
氏
は

「
Ｓ 

― 

１
断
層
は
、
活
断
層
そ

の
も
の
で
は
な
い
か
？
」
と
指

摘
さ
れ
た
そ
う
で
す
。

児
玉
氏
の
報
告
で
は
、
原
発

周
辺
の
海
岸
に
お
け
る
断
層
群

や
海
食
ノ
ッ
チ
の
調
査
か
ら
、

原
発
の
北
九
キ
ロ
に
あ
る
富
来

川
南
岸
断
層
が
活
断
層
で
あ

り
、
原
発
敷
地
内
に
も
活
断
層

が
動
い
た
こ
と
に
よ
る
地
形
変

動
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と

で
し
た
（
児
玉
氏
に
は
次
号
で

詳
細
に
報
告
し
て
い
た
だ
く
予

定
で
す
）。お
話
し
い
た
だ
い
た

内
容
の
中
で
最
も
印
象
的
だ
っ

た
の
は
、
左
上
に
示
す
一
枚
の

航
空
写
真
で
す
。
一
九
七
五
年

に
国
土
地
理
院
が
撮
影
し
た
も

の
で
、
オ
レ
ン
ジ
色
の
四
角
型

で
示
す
場
所
に
志
賀
原
発
の
原

子
炉
建
屋
（
一
号
機
、二
号
機
）

が
立
地
し
て
い
ま
す
が
、
二
つ

の
赤
矢
印
で
示
す
部
分
に
直
線

が
引
け
、
地
震
に
よ
る
ズ
レ
が

生
じ
た
よ
う
に
見
え
ま
す
。
こ

の
地
層
の
ズ
レ
を
現
在
も
確
認

で
き
る
か
ど
う
か
、
グ
ー
グ
ル

の
航
空
写
真
を
見
て
み
ま
し
た

が
、
こ
の
あ
た
り
の
土
地
は
原

発
関
係
の
敷
地
と
な
り
広
く
コ

ン
ク
リ
ー
ト
で
覆
わ
れ
て
お

り
、
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
こ
の

写
真
が
本
当
だ
と
す
れ
ば
、
素

人
な
が
ら
志
賀
原
発
は
活
断
層

の
真
上
に
位
置
し
て
い
る
と
思

わ
れ
、
北
陸
電
力
の
主
張
は
全

く
通
ら
な
い
と
感
じ
ま
し
た
。

皆
さ
ん
は
ど
う
思
わ
れ
る
で

し
ょ
う
か
。
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シリーズ

児
玉
委
員
と
懇
談

日
本
科
学
者
会
議
原
子
力
研

究
委
員
会
の

志
賀
原
発
の
耐
震
安
全
性
と
活
断
層
問
題
で

理
事

　斉
藤

　典
才
（
金
沢
市･

外
科
）

石川県保険医協会「原発･いのち・みらい」プロジェクトが開いた懇談会
� （写真右奥が筆者で、右手前が児玉一八氏・保険医協会会議室にて）

四角は志賀原発原子炉建屋の立地場所。矢印で示す方向に直線が引け、
活断層による地形変動が見える

日本科学者会議原子力研究委員会委員の
児玉一八氏

アドレス：Osaka_Info@smtcard.jp
三井住友トラスト・カード株式会社大阪支社

＊メールの方
TEL：0120-006-542
三井住友トラスト・カード株式会社大阪支社
【担当：市丸、野村】

＊電話の方（受付時間平日9：00～17：00）
申込書の請求および問い合わせは下記へ■カード発行までの流れ

【会員の先生方だけが加入できます】

※詳しくは、同封のチラシをご覧ください。　■未入会の先生方は、協会へ入会の上お申し込みください■

（左記VISAゴールドカードのサービスに加え）
ガス欠、バッテリージャンピング、レッカー移動、
パンク、鍵開け、レンタカー手配など
※ETCカードは一体型になっています。

❸ロードサービス付VISAゴールドカードの
　サービス●海外・国内旅行傷害保険

●ショッピング保険
●空港ラウンジサービス など
※ご希望の方にはETCカードを
　1枚別途発行します。

❷VISAゴールドカードのサービス

共に家族会員は年会費一人1,000円（税抜）で加入できます
家族会員は、本会員と同様のサービスが付帯するので大変お得です

3,000円（税抜）に！！
通常年会費11,000円（税抜）

●ロードサービス付VISAゴールドカード

2,500円（税抜）に！！
通常年会費10,000円（税抜）

●VISAゴールドカード
❶年会費が割引となります
会員のメリット

会員のみなさまに「三井住友トラストVISAゴールドカード」及び
「三井住友トラストロードサービス付VISAゴールドカード」の年会費優遇サービスを
提供するため、標記契約を交わしました。

①現在、ゴールドカードをお持ちの先生方へ
年会費（税抜）10,000円が2,500円となるので大変お得です。今お持ちのカードから乗り
換えができます

②VISAカードの引き落とし金融機関は、都銀、地銀、労金、農協など、取り扱いができます
③ロードサービスは大手ロードサービス会社以上のサービスが付帯しますので、車に乗られ
る方は大変お得です

❶入会申込書のお届け
会員から、三井住友トラストカードへ
申込書を請求（下記ご参照）
⇨三井住友トラストカードから入会
　申込書を会員宅へ郵送

❷入会申込書に必要事項記入・捺印
後、三井住友トラストカードへ返送

❸（所定の審査後）約3週間で、カード
がご自宅に郵送されます

※希望カードの種類（VISAゴールドカード）（ロードサービス
VISAゴールドカード）、名前、住所、電話番号、所属団体名（石
川県保険医協会）を明示の上、資料請求してください。

のお知らせ

石 川 保 険 医 新 聞 2014年7月15日（毎月15日発行）（4）第507号　（1998年２月６日第三種郵便物認可）



（
問
題
は
10
面
に
あ
り
ま
す
）

黒
１
の
ワ
リ
コ
ミ
が
好
手
。
白
２
に
は

黒
３
、
５
で
白
死
で
す
。
黒
１
で
イ
白
５

黒
１
は
白
２
で
白
生
き
。
白
２
で
３
な
ら

黒
ロ
で
白
死
。
黒
３
で
５
は
白
３
で
失
敗

で
す
。 囲

解
答

碁

2
4
1
35イ

ロ

☗
１
三
歩
成
☖
同
玉
☗
１
四

銀
☖
２
二
玉
☗
２
三
角
成
☖

同
金
☗
３
二
金
ま
で
７
手
詰
。

〈
解
説
〉
☗
１
三
歩
成
が
好

手
で
す
。
桂
と
香
い
ず
れ
で

取
っ
て
も
早
く
詰
み
ま
す
。

３
手
目
☗
１
四
銀
に
☖
２
四

玉
は
☗
２
五
金
で
早
詰
み
。

☗
２
三
角
成
が
決
め
手
で
す
。

将
棋
解
答

（
問
題
は
10
面
に
あ
り
ま
す
）

「
数
独
」の
解
答

８
＋
１
で
、答
え
は「
９
」

（
問
題
10
面
）

＜お問い合わせ先＞

石川県保険医協会 TEL 076-222-5373　FAX 076-231-5156
Eメール：ishikawa-hok@doc-net.or.jp

原発・いのち・みらいプロジェクト
出前講座のご案内

あなたが所属しているサークルや町内会で、「原発・放射線」をテー
マに勉強会を開いてみませんか。保険医協会から講師を派遣します。

テーマ
低線量被ばくの健康影響、
核被害の実相や核をめぐる国際情勢など

講師
石川県保険医協会
「原発・いのち・みらいプロジェクト」メンバー
の医師

費用
講師料は無料
交通費については別途相談
※会場の準備、参加者募集は貴方にてお願いします。
　詳しくは、下記までお問い合わせください。

●問い合わせ先Eメール
　ishikawa-hok@doc-net.or.jp

会員の先生へ
『石川保険医新聞』 アーカイブズについて 
『石川保険医新聞』の創刊号から最新号までのPDF化が終了し、会員の
皆様にいつでも閲覧･ダウンロードしていただくことが可能になりました。
当面の間、試験運用として、ホームページにアップロードしましたので、ご
覧になりたい会員（ご本人のみ）の方は、保険医協会
事務局まで、当該サイトへのアクセス方法をおたずね
ください。メールでお問い合わせいただけ
れば、アクセス方法とIDおよびパスワード
をお知らせします。

医療・福祉問題
研究会第116回例会

日時

テーマ

９月13日（土）
午後３時～５時

会場 ITビジネスプラザ武蔵６Ｆ・ホール２（交流室２）
（金沢市武蔵町14番31号）

アフリカ大陸の東側にある島国、マダガスカル。ここは日本の４倍の面積
で、約2200万人が住んでいます。自然豊かな地で、主食である米は１年で３回
もとれるほどです。
今年３月、私たちはマダガスカルを訪問しました。この国の人々の印象を一
言でいうなら、「ほこり高きマダガスカル人」です。しかし、現在は暫定政権の
もとで、道路、公共事業などの大事なライフライン整備が停滞し、人 の々くらし
は貧困を極めています。
こうしたなかで、私たちは首都アンタナナリボと地方モロンダヴァの２か所
の、ハンセン病療養所へうかがいました。患者の皆さんにもお話をうかがうと
ともに、病院運営に尽力されている医師、看護師の話をお聞きしてきました。
マダガスカルのハンセン病や患者、家族を取り巻く状況は、多面的であり重
層的です。医療、ケア物資の不足は大きな課題です。差別状況も様々で、退
院して家族のもとへ帰る人もいれば、病気が治っても数十年にわたり療養所
に暮らし続けている人もいます。
ハンセン病療養所の現状から、改めてマダガスカルの政治や経済のあり
方と貧困の問題が見えてきました。一緒に考えていただけましたら幸いです。
みなさんのご参加をお待ちしています。

日本とマダガスカル
─貧困問題とハンセン病政策─

報告者 井上英夫さん（金沢大学名誉教授）鈴木　靜さん（愛媛大学法文学部准教授）

チャリティーゴルフコンペのご案内チャリティーゴルフコンペのご案内

お問い合わせは石川県保険医協会まで
TEL（076）222-5373　FAX（076）231-5156
E-mail:ishikawa-hok@doc-net.or.jp 詳しくは同封の案内チラシをご覧ください

石川県保険医協会・２０１4年

日時 場所２０１4年10月１3日（月・祝・体育の日）
午前9時6分スタート（集合：8時20分）

※集合時間の午前8時20分までに、必ずご参集ください。

朱鷺の台カントリー倶楽部
能州台コース
詳しくは朱鷺の台カントリー倶楽部のＨＰをご覧ください。

（TEL 0767-27-1121）

●参加費 保険医協会会員並びにそのスタッフなど3,000円（保険医協会未入会員 4,000円）
●ビジタープレー代 9,300円（昼食別／各自、お支払いください）
●競技方法 ①個人戦：１８ホールズ・ストロークプレーで、ダブルペリア方式でハンディキャップをつけ、順位をつけます。
 ②団体戦：各チーム参加者全員のスコアを合計し、人数で割ったスコアで勝敗を決めます。
●チャリティー ※ショートホール（４ホール）でワンオンしなかった場合には、

　その都度ツーコイン（２００円）を支払うことでご協力ください。
●その他 ＊キャディーは原則、つけません。
 ＊賞品：個人戦の1位（トロフィー＆景品）、2位、3位。団体戦の1位。
 ＊その他、ベスグロ、ブービー、ドラコン、ニアピン、参加賞など

  多数の景品をご用意します。
●申込方法 ９月１０日（水）までにお申し込みください。 ※定員に達し次第、締め切らせていただきます。

石 川 保 険 医 新 聞（5）2014年7月15日（毎月15日発行） （1998年２月６日第三種郵便物認可）　第507号



前回述べたように、能登の「もう一つの過疎化」、スウェーデンの自己
決定と選択の自由を前提とした在宅ケア体制等の見聞、そして最近の、貧
困の拡大・深化と能登地震・東日本大震災・原発事故が大きな契機になり
「住み続ける権利」について本格的に提唱したわけです。
それでは、何故、「住み続ける権利」なのでしょうか。基本的人権（人
権）なのでしょうか。詳しくは、拙著『住み続ける権利』（新日本出版社）
をご覧ください。

Basic Human Needs とBasic Human Rights
2011年暮れ、陸前高田の広田仮設住宅で、83歳の女性から故郷への痛切
な思いを伺いました。ここに、住み続ける権利の原点があります。津波で
被災され一時娘さんのところに避難したのですが、 5か月後に戻り仮設生
活を続けられていました。外に出てみて初めて、この生まれ里を「愛して
いる、恋している」ということが分かった、できるなら、津波にさらわれ
た、家のあった元のところにまた住みたいというのです。「好きだ、住み
続けたい」という言葉は、私の訪問した世界中の人々から聞いています。
しかし、「生まれ里」という言い方、「愛している、恋している」という表
現は初めて耳にしました。
何故、住み続ける権利の確立なのか。被災者はもちろん人々の中に、自
分の生まれ育った場所に住み続けたいという強烈な願望、欲求がありそれ
を満たすために必要なニーズ（Basic Human Needs）があるからです。
この、Basic Human Needsを保障するのが基本的人権（Basic Human 
Rights）すなわち人権にほかなりません。権利は、人々の生活実態の中か
ら見いだされ、主張され、権利のための闘争によってやがてそれが社会全
体に認識され人々の規範意識となり、権利として最高位の人権にまで高め
られ、その保障が国家の義務とされるわけです。日本国憲法97条も、人権
を、「人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果」（この場合の「努力」は
英文憲法ではstruggle・闘争です）であると明言しています。

住み続けるために何が必要か
人々が、地域で住み続けるために
は、何が必要でしょうか。図 1をご覧
ください。自然環境や鉄道や道路等の
ライフラインそして産業が土台になる
わけです。これらのうちハードの部分
が、震災等の場合とくに強調されるの
ですが、人はそれだけでは生きていけ
ない。昔なら、衣・食・住そして現代
では、医、職、居住、所得さらには教
育、文化が不可欠でしょう。とくに柱
部分のソフトの保障があってこそ、住
み続けることができる。最近、社会保
障制度改革の自助、共助、公助論と相
まって、絆、寄り添い、見守り等が強
調されますが、地域の連帯、助け合いも、いわばハード、ソフトの下部構
造が保障されてこそ可能となります。

住み続ける権利の構造
図 2は、住み続ける権利の構造を、現行憲法の人権保障に照らして示し
たものです。
核となるのは、日本国憲法第22条の居住移転の自由です。そして、25条
を根拠に居住権さらには居住福祉の権利も主張されています。国際的にも
1966年の国際人権規約（経済的社会的文化的規約11条）でも保障されてい
ます。また、居住の権利は、単なる住居の保障ではなく、居住環境さらに
はケア等の社会保障・社会福祉の保障を含めて生活保障全般をも含むもの
としての居住福祉が提起されているのです。
日本国憲法22条は、「居住移転の自由」を人権の一つとして保障してい

るわけですが、現代の人権は、「移動の自由」に止まらず、「住み続ける」
権利を保障するものでなければならないでしょう。
人々が生まれ育った地域、さらには自分の選び決定した地域で、一人で
も、寝たきりでも、惚けても、歳をとっても、尊厳をもって暮らせる。す
なわち住み続けるためには、平和的生存権（憲法前文、 9条）を基底と
し、人間の尊厳すなわち選択の自由・自己決定の権利（憲法13条）、居住
権（22条の「居住移転の自由」）、労働権（27条）、教育権（26条）、生存
権・生活権・健康権（25条）、環境権（13条、25条）、財産権（29条）等、
いわゆる自由権、社会権を問わず、人権が総合的、包括的に保障されなけ
ればならないということです。

住み続ける権利と避難する権利
住み続ける権利は、まことに不条理で酷い、東京電力福島第一原発の爆
発事故によってふるさとを「喪失」し、避難を強制されている人々にこそ
保障されなければならないでしょう。
そして、原発事故は全くの人災・私害で、第一に東電の責任、そして産
官学の原子力村、国と自治体の責任が追及されなければなりません。
こうして、「住み続ける権利」は、多くの人々に共感されています。そ
のなかで、避難を余儀なくされている人々から、住み続けるだけでなく、
「避難する」権利も認めるべきだという意見が出ています。
確かに、原発爆発の被災地の人々は、強制避難はもちろん、自主避難の
人々も含めて、生命の安全のために避難することができなければならな
い。さらに避難先での生活保障が必須です。その意味での避難する権利は
認められなければならないと思います。
しかし、「住み続ける権利」の大前提となるのは、自己決定と選択の自
由の原理です。基本は、何処であれ、生まれ育った地に住むか、新天地に
住むか自分が選び、決めることができる。その自己決定を、国、自治体の責
任において諸制度によって保障する（すなわち人権保障）ということです。
したがって、住み続ける権利には、当然に「避難する権利」も含まれる
ということになります。そもそも、避難も好きでするわけではなく、いま
まで暮らしてきた土地に住み続けることができない、住み続ける権利を奪
われているからに他ならないわけです。その意味では、とくに強制避難の
場合選択肢はなく、「強制された自己決定」であり真の自己決定が許され
ない状態というべきでしょう。
最後に、1991年に採択された国連の高齢者の人権保障のための18原則の
うち次の 2つを紹介しておきましょう。
6 	 高齢者は、できるだけ長い間、自宅に住むことができなければならない。
14	 高齢者は、ケア施設や治療施設等いかなる所に住もうと、その尊厳と信
念とニーズとプライバシー、そして自分の受けるケアと生活の質について決定
する権利を最大限尊重されるための人権と基本的自由を享受できなければな
らない（拙著『高齢化への人類の挑戦』（萌文社）をご覧ください）。

図1　住み続ける権利
　　　─政策、制度体系

自　　　　然
ライフライン
居　　　　住
産　　　　業

文化、コミュニティ、つながり

住み続けられる地域

保
健・医
療

所
得
保
障

雇

　用

福

　祉

教

　育

【保険医協会のコメント】
井上先生の長年にわたる能登でのフィールド研究、東北被災地に赴
いての聞き取りを通じて、「生まれ里」という言葉に象徴される、住
み続けたいと言う住民の皆様の意識が、よくわかりました。その住み
続ける権利が、憲法を通じて総合的な権利として保障されていること
が理解できました。
理想と現実のギャップは大きいですが、憲法で保障された権利であ
ると自信を持って主張していきたいと思います。どうもありがとうご
ざいました。

ヒデさんに聞く

倫理から人権へ
（金沢大学名誉教授　井上　英夫氏）

《第10回》住み続ける権利（後編）

図2　憲法の人権保障と住み続ける権利

人間の尊厳（13条、24条）理念

自己決定、選択の自由（13条）、平等（14条）原理

国民の不断の努力（12条）・権利のための闘争（97条）

参　加
政治参加（15条、16条）、司法参加（32条、98条）、行政参加、労働基本権（28条）

住み続ける権利

居住の権利

住居の権利

居住・移転の
自由（22条）

強制労働の禁止（18条）
思想・良心の自由（19条）
信教の自由（20条）

集会・結社の自由（21条）
学問の自由（23条）

財産権（29条）
労働権（27条）
教育権（26条）

生存権、生活権、健康権（25条）
夫婦、家族の権利（2４条）
平和的生存権（前文、9条）

生命権（13条）
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【5月3日】
午前11時、関空 3階「F」コーナー前に集合。中国国際平和旅行社の佐藤
洋子さんからブリーフィングを受けた後、チェックイン。その後、同じ階に
ある会議室「上方」で結団式。団長の兵庫協会の加藤全国保団連理事があい

さつ。副団長である
京都協会の垣田さん
もあいさつ。
連休で飛行場は混
雑しており、手荷物
検査を通過するのに
30分以上掛かった。
飛行機は午後 1時 5
分発予定で、離陸は
1時18分。飛行は順
調で現地時間午後 3
時にハルピン、太平
空港に到着。現地ガ
イドの佟春燕さんが出迎えてくれ、バスで市内へ。佟さんは少数民族の満州
族出身。満州族は総人口の 2 %を占め、少数民族では最大とのこと。午後 4
時過ぎにハルピンホリデイインホテルに到着。夕方、中央大街を少し散策。
午後 7時から 2階のレストランにて夕食交流会。今回は総勢25人で医師・歯
科医師は17人。ハルピンは 5月 2日までは最高気温が20度以上あったが、 3

日〜 4日は最高気温が
8 度、最低気温 3 度
で、雨も降り、息が白
く見えるほど肌寒かっ
た。私は、まさか要ら
ないだろうと持ってい
ったダウンの上着に助
けられた。とはいえ、
5月なのでハルピンの
町は春めき、ライラッ
クが満開。その素晴ら
しい香りを嗅ぐことが
できた。

2014年 5 月 3日〜 6日の日程で、「ハルピン視察ツアー〜戦争と医
学を考える〜」が保団連主催で行われました。
ハルピンは中国・黒龍江省の省都で731部隊が研究棟、発電所、鉄
道、専用飛行場などを建設し、細菌・化学兵器の研究・実験・製造を
行っていた地であり、今回のツアーはその視察を目的としています。
また2015年の日本医学会総会へ向けて、「戦争と医の倫理」のシンポ
ジウムを成功させるための一環でもあります。
参加募集が開始されると全国からあっという間に25人の申し込み
があり、その関心の高さがうかがえました。石川協会からは横山隆先
生、平田米里副会長が参加し、詳細な報告を横山先生より寄せていた
だきましたので、全 3回シリーズにてご紹介いたします。

ハルピンでダウンの上着を着て
横山　隆（羽咋市･外科）

ハルピン視察ツアー
報告

横山隆先生の

その❶

保団連

ライラックの花

宿舎のホリデイイン

（参加費） 医師、歯科医師…………………… 8,000円
 協会事務局 ……………………… 2,000円
 コ・メディカル／コ・デンタル ……… 500円
※分科会には一般市民、マスコミの方は入場できません。食の安全と命の安心

第29回保団連医療研究フォーラム
（メインテーマ）

医療研究集会は医療研究フォーラムに生まれ変わります

2014年9月13日（土）～14日（日）●日時
札幌パークホテル●会場 札幌市中央区南10条西3丁目  TEL 011-511-3131

北の大地で
考えよう ●主催／全国保険医団体連合会　●主務／北海道保険医会

●お申し込み・お問い合わせ・パンフレットの請求は
　石川県保険医協会まで　TEL:076（222）5373
（7月末日まで）

保団連
第３２回病院・有床診療所セミナー

入院医療をめぐる現状と問題を明らかにするとともに具体的な対応策を学習・交流するために、
下記の日程で「病院・有床診療所セミナー」を開催します。ぜひご参加ください。

■主　催／
全国保険医団体連合会
■日　時／

８月30日(土)18:30～21:00
８月31日(日)10：00～15：00
■会　場／
東京都新宿区
ＴＫＰスター会議室西新宿
■参加費／
両日参加（１人10,000円）、
１日のみ参加（１人 6,000円）
※同一法人２人目以降は、両日参加7,000円、
　１日参加3,000円となります。

石川県保険医協会へ
TEL 076-222-5373  FAX 076-231-5156
（8月18日締め切り、定員100人）

■申し込み・お問い合わせは、

主 な 内 容 
８月30日（土）　18：30～21：00
○基調報告 「入院医療をめぐる情勢と対策」（18:30～19:00）
報告　保団連病院有床診対策部長　安藤 元博
2014年診療報酬の評価と医療・介護総合法など、入院医療をめぐる動きと保団連の取り組みについて報告・提案します。

○記念講演 「医療・介護総合法案の狙いと入院医療のあるべき姿
  ─患者、国民、医療担当者の立場に立つ地域医療の構築を目指して─」（19:00～21:00）
講師　三重短期大学生活学科　長友 薫輝 教授
2025年に向けて国が行う社会保障制度改革の目的や背景、財源問題について、反論を含めて概括的に解説いただくとともに、
医療・介護総合法の中身や、入院医療機関としてどのような対応が求められているのかをご講演いただきます。

８月31日（日）　10：00～12：00（全体会議）
○学 習 会 「届出医療の活用と留意点」
（病院・有床診療所共通部分を中心にアンケート結果も踏まえて）
保団連で行った適時調査に関するアンケート結果報告とともに、 ８月下旬発行予定の「届出医療の活用と留意点」の解説と適時調査などへの
対応について学習を行います。

８月31日（日）　13：00～15：00（分科会）
○講　　座 「医療現場のクレーマー対処法」
講師　深沢 直之 弁護士
医療現場のクレーマー対策について、深澤直之弁護士を講師にご講演いただきます。講演の中では、未収金対策についてもお話いただきます。

○シンポジウム 「有床診療所等の防火対策」
福岡市の有床診療所の火災を受け、今後の入院医療機関における防火対策について関係者も交えたシンポジウムを予定。
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問題17	 在医総管および特医総管の重症者加算を算定できるケースとして、
正しいものを3つ選びなさい。
⑴		 人工肛門があり、留置カテーテルを使用している患者
⑵		 在宅酸素を使用していて、人工膀胱を設置している患者
⑶		 気管力ニューレと人工呼吸器を装着中の患者
⑷		 中心静脈栄養で重度の褥瘡がある患者
⑸		 末期の悪性腫瘍患者

【正解】	 2．3．5．
《解説》	 重症者加算は、末期の悪性腫瘍患者や高度な指導管理を必要とする患者に月4回以上の往診

または訪問診療を行った場合に算定できます。高度な指導管理を必要とするとは、イ．在宅
酸素療法指導管理（以下、在宅と指導管理は略）、中心静脈栄養、成分栄養経管栄養法、自
己疼痛、肺高血圧患者、自己腹膜灌流､ 血液透析、人工呼吸、悪性腫瘍患者、気管切開患者
のどれかが算定できる患者で、ロ．ドレーンチューブまたは留置カテーテルを使用している
か、またはハ．人工肛門または人工膀胱を設置している場合か、イの管理指導を2つ以上お
こなっている場合を指します。よって、⑴は、イではないので×。⑵○。⑶○。⑷×。褥瘡
は該当しません。⑸○。

問題18	 在宅がん医療総合診療料（がん医総）について、次の中から正し
いものを3つ選びなさい。
⑴		 医師または看護師などの配置が義務づけられている施設に入
所している患者には、がん医総は算定できない。
⑵		 訪問診療または訪問看護を行う日が週4日以上（訪問診療1回、
訪問看護1回以上が必要）であることが算定要件にある。
⑶		 連携する訪問看護ステーションの訪問回数も訪問看護の回数
に数えられるが、訪問看護ステーションが行う訪問看護の費用
は別に算定できない。
⑷		 がん医総には診療にかかわる費用が含まれ、在宅時医学総合
管理料や在宅療養指導管理料、死亡診断加算、在宅ターミナル
ケア加算などは別に算定できない。
⑸		 がん医総の対象患者は看取り期の患者であり、末期の悪性腫
瘍患者だけでなく、老衰の患者も含まれる。

【正解】	 1．2．3．
《解説》	 がん医総は、居宅において療養している通院困難な末期の悪性腫瘍患者に対して、支援診･

支援病が計画的に総合的な医療を提供した場合に算定できるもので、訪問診療と訪問看護の
費用を包括しています。⑴○。⑵○。⑶○。⑷×。がん医総と別に算定できるのは、死亡診
断加算、往診料、訪問診療料の在宅ターミナルケア加算と看取り加算です。⑸×。末期の悪
性腫瘍患者に限られています。

問題19	 在宅がん医療総合診療料が算定できる療養場所について次の中か
ら正しいものを3つ選びなさい。
⑴		 特別養護老人ホーム
⑵		 外部サービス型有料老人ホーム
⑶		 小規模多機能型居宅介護事業所
⑷		 グループホーム
⑸		 一般型特定施設

【正解】	 2．3．4．
《解説》	 がん医総は、医師または看護師などの配置が義務づけられている施設に入所している患者に

は、算定できません。⑴と⑸には看護師の配置が義務づけられていますのでがん医総は算定
できません。

問題20	 在宅サービスが同一日に重なる場合の対応として、次の中から正
しいものを3つ選びなさい。
⑴		 A医療機関が訪問診療等のいずれかの点数を算定した場合、
特別の関係にあるB医療機関は訪問診療等を同一日に算定する
ことが出来ない。ただし、訪問診療後の急変に対する往診の場
合は、算定可能である。
⑵		 A医療機関と特別の関係にあり、訪問看護指示書の交付を受け
た訪問看護ステーションが訪問看護療養費を算定した場合、A医
療機関は訪問診療等を同一日に算定することが出来ない。ただし、
訪問看護後の急変に対する往診の場合は、算定可能である。
⑶		 A医療機関が在宅患者訪問看護・指導料を算定した場合、特
別の関係にないB医療機関は在宅患者訪問看護・指導料を算定
することは可能である。
⑷		 A医療機関が訪問看護指示書を交付した訪問看護ステーショ
ンが訪問看護療養費を算定した同一日に、A医療機関は在宅患

	 者訪問看護・指導料を算定できないが、厚生労働大臣が定める
疾病等・状態等の患者の場合には、算定可能である。
⑸		 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料は特別な関係で
なければ、同一日に2つの医療機関が算定することが可能である。

【正解】	 1．2．4．
《解説》⑴○。⑵○。⑶×。特別の関係か否かにかかわらず併算定は不可です。が、退院後一ヶ月以

内の訪問看護及び緩和ケア、褥瘡ケアの専門研修を受けた看護師と共同して行った訪問看護
は除かれます。⑷○。⑸×。特別の関係か否かにかかわらず併算定は不可です。

問題21	 在宅療養指導管理料について、次の中から正しいものを2つ選び
なさい。
⑴		 2つ以上の在宅療養指導管理料の算定要件を満たす場合は、
それぞれの点数を算定できる。
⑵		 排痰補助装置加算は人工呼吸を行っている神経筋疾患の患者
が対象となる。
⑶		 在宅がん医療総合診療料を算定した場合、加算も含め併算定
できないが、在宅時医学総合管理料を算定した場合は在宅寝た
きり患者処置指導管理料を除き併算定できる。
⑷		 在宅酸素療法の材料加算は、2ヶ月に2回まで算定できる。
⑸		 在宅療養指導管理料を算定する場合は、十分な量の衛生材料
または保険医療材料を支給する必要があるが、在宅療養指導管
理材料加算や特定保険医療材料料に含まれていなければ、別途
必要経費を患者に請求してもよい。

【正解】	 3．4．
《解説》	 ⑴×。2つ以上の在宅療養指導管理料の算定要件を満たす場合でも、主な1つの管理料のみ

しか算定できません。⑵×。排痰補助装置加算の対象となる神経筋疾患の患者とは、筋ジス
トロフィー、筋萎縮性側索硬化症､脳性麻痺、脊髄損傷などを指します。⑶○。4．○。5．×。
治療に必要な材料の費用は患者から実費徴収できません。

問題22	 緊急時のカンファレンスや救急搬送料、居宅療養管理指導等につ
いて、次の中から正しいものを2つ選びなさい。
⑴		 在宅患者緊急時等カンファレンス料は、患者の状態の急変や
診療方針の変更などの際に他の医療従事者と共同でカンファレ
ンスを行う場合の報酬であり、サービス担当者会議では算定で
きない。
⑵		 救急搬送診療料は往診して診療を行った後の場合でも往診料
と併せて算定できる。
⑶		 医師の居宅療養管理指導は同一世帯の2人の利用者の場合で
も同一建物居住者以外での算定となる。
⑷		 医師の居宅療養管理指導も薬局の薬剤師の居宅療養管理指導
も1ヶ月に2回を限度として算定する。
⑸		 在宅患者訪問栄養食事指導料は、実技を伴う指導を60分以上
行った場合に算定する。

【正解】	 1．2．
《解説》	 ⑴○。⑵○。⑶×。同一世帯の利用者に同一日に居宅療養管理指導を行った場合は、同一建

物居住者の居宅療養管理指導を算定します。⑷×。薬局の薬剤師の場合、1ヶ月に4回まで
算定可能で、癌末期患者と中心静脈栄養法の対象患者については、週2回かつ月8回までの
算定が認められます。⑸×。60分以上ではなく、30分以上です。

問題23	 特別訪問看護指示について、次の中から正しいものを3つ選びな
さい。
⑴		 特別訪問看護指示の指示日は診療日でなくてもよい。
⑵		 特別訪問看護指示期間は難病等複数回訪問加算の算定や長時
間訪問看護加算の算定ができるようになる。
⑶		 特別訪問看護指示期間中は、同月に訪問看護療養費を算定で
きる訪問看護ステーション数を3ヵ所までに拡大できる。
⑷		 訪問看護指示書と特別訪問看護指示書は同一の主治医から発
行される必要がある。
⑸		 特別訪問看護指示書を発行しても指示期間を短くすることは
可能である。

【正解】	 2．4．5．
《解説》	 ⑴×。⑵○。⑶×。特別訪問看護指示期間中に、同月に訪問看護療養費を算定できる訪問看

護ステーション数は、2ヵ所までに拡大できます。3カ所まで拡大できるのは厚生労働大臣
が定める疾病か､ 状態（第3回を参照）で、かつ毎日の訪問看護が必要な場合です。⑷○。
⑸○。

大川　義弘（金沢市・内科）

チャレンジしてみませんか?（その6）「全国在宅医療テスト」
「全国在宅医療テスト」の問題から（一部変更）
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小保方晴子氏のSTAP細胞の論文捏造疑惑（小保方問題）に関しては、
未だにメディアを賑わしている。世間一般には、科学論文とは精密な論理
のプロセスを経て、綿密な検証と追試によりチェックされ、誤りは排除さ
れると信じられてきたが、はたして本当か。今回は科学論文でのミスコン
ダクト（捏造、改竄、盗用など）を追求した、やや古いが名著と言われる
2冊を読んでみる。

①背信の科学者たち
ガリレオ、ニュートン、メンデル、そして野口英世すら、ミスコンダク
トがあった。ガリレオの実験は再現性がなく、ニュートンは、「手練手管」
を用いて自らの学説を正当化した。有名なメンデルの法則も、実証してみ
ると余りにも「出来すぎ」で、実際はバラツキが多く発生する。
このようなミスコンダクトの具体例を挙げてから、なぜそのような不正
行為が起きたかを解説する。著者らは、米国の著明な科学ジャーナリスト
で30年前の著作だが、現代にも通用する普遍性を持つ。
真理を求める知的情熱から、科学が一つの職業とされるようになったの
は、19世紀以降である。一方、科学自身に自己規制能力がある根拠とし
て、ピア・レビュー、論文査読者による審査、そして追試があり、最近ま
でこの 3つでミスコンダクトは防げるとの見方をしていた学者が多い。し
かしこれだけでは不十分で機能していないことを、本書では数多くの例で
示している。以下、興味深い例を紹介する。
中東出身の医学者アルサブティは、渡米後、自分の立身出世のため次々
盗用論文を発表し、博士号までもらった。この事件の背景として、学術雑
誌の氾濫を挙げ、医学分野だけで、当時でも世界で8000種の雑誌があり、
論文においては質より量が重視されることを指摘した。
学会での権威者と評価される学者の庇護の下で、ピア・レビューや査読
者による審査をすり抜けて、論文が評価される場合も多い。野口英世は、
米国で梅毒、黄熱病、小児麻痺、狂犬病などの病原体を発見したとされた
が、今日それはすべて否定されている。すべて学会の権威者フレクスナー
の下での研究である。
科学業績における「師と弟子」の関係も難しい。パルス状の電波を発す
る星「パルサー」を発見したのは、若い大学院生ジョスリン・ベルだが、
研究論文の筆頭者は彼女の師であるヒューイッシュであり、彼にノーベル
物理学賞が与えられた。こんなことは科学の世界では枚挙にいとまなく、

弟子にしても論文に名前を載せてもらうため、実験結果の捏造に手を出す
例を多数紹介している。
その他、科学者と権力者が結びつくと、間違った学説が正されず、科学
の停滞を余儀なくされる例として、ソ連の生物学者ルイセンコとスターリ
ンの関係を紹介している。
このように、多数の科学論文のミスコンダクトの例を挙げ、科学とは、
もはや伝統的な価値観とは似ても似つかぬモノになっていると結論づける
のである。

②論文捏造
著者はNHKの番組ディレクターで、2005年に放送された「史上空前の
論文捏造事件」の内容を書き下ろしたものである。
米国物理学の名門ベル研究所で、ドイツ出身の物理学者ヤン・ヘンドリ
ック・シェーンは、2000年から学会を驚愕させた論文を、科学ジャーナル
『サイエンス』『ネイチャー』に十数本発表した。一時はノーベル物理学賞
間違いなしと言われたが、 3年後、論文捏造が発覚して同研究所を解雇さ
れた。これが本書が取り上げた事件である。研究内容は超伝導に関するも
のであるが、事件の推移、関係者へのインタビュー、日米、ドイツ、スイ
スに足を運んでの取材など、さすがNHKと感心する内容である。
結局シェーン本人へのインタビューはかなわず、本人の気持ち、動機な
どは謎だが、この事件の背景などはかなり解明されている。以下印象に残
った三つを指摘しておく。
一つは、ベル研究所の研究者となることは大変名誉なことである一方、
当事者に大変なプレッシャーがかかることである。研究所内外の激烈な競
争。成果が出れば良し、出なければ解雇。良い論文が書けるか書けないか
で天国と地獄。この環境がミスコンダクトの誘因と想像される。
次に、 3年間もばれなかった主要因についてである。画期的な論文が
次々と発表されることは、賞賛と同時にミスコンダクトの疑惑も早期から
学者たちの間で上がることにつながるが、シェーンの上司が超伝導の世界
的権威であるバートラム・バトログであり、彼の下での研究なら信頼でき
るとの思い込みがあったと指摘している。
三つ目に、世界的な権威を持つ科学ジャーナル『サイエンス』『ネイチ
ャー』とも、事件発覚後、そろって自分たちには責任がないと言い張った
ことである。両誌のレフリーサイドから、早くから疑義があったようだ
が、両誌とも構わず掲載したことで、両誌の責任回避は問題との著者の意
見に同意する。

今回の小保方問題とシェーンの事件、背景には、奇妙にも一致点が多
い。当事者が、研究者として駆け出しのシェーンと小保方晴子。上司とし
て、また、その道の権威者としてのパトログと理研副センター長のS氏、
その舞台は米国物理学の殿堂と言われるベル研究所に対し、日本の超名門
理化学研究所。疑惑の対象がどちらも科学雑誌『ネイチャー』の掲載論文
など。分野は物理学と分子生物学と違っていても、疑惑の構造が類似して
いる。この10年間、科学の世界で根本的な反省や改革がなかったと言
える。
ところで、医学の世界ではと言えば、昨年来、降圧剤ディオバン、ブロ
プレスの問題が注目されている。どちらも製薬メーカーが多額の資金を治
験担当施設に提供し、見返りにメーカーに都合の良い論文を書いてもらっ
た事件であるが、医学界では、研究者と製薬メーカーの不明朗な関係が根
本的に改まる様子がない。
村松氏も指摘する如く、医学・生物学は対象が生物であり、データに幅
やばらつき、個体差が出て結果はアバウトになる場合が多い。実際、自分
が数十年前に大学病院でしていた臨床研究を振り返ると、動物実験でも臨
床データでもばらつきが多く、纏めるのに苦労する一方で、学会発表や論
文作成のストレス、上司との軋轢に日々追われていた記憶がある。
医学論文、特に学位論文（ティーテル）については、医局講座制のヒエ
ラルキーを支える一面、開業した時の箔付けとの一面があり（今は違うと
思うが）、その当時の最先端分野の研究領域に擦ったとの誇りがないわけ
ではないが、少しは、この分野の進歩に貢献したかと振り返ると、苦い想
い出となってしまう。
今回の小保方問題、「腐ったリンゴ」か「氷山の一角」かの議論がある
が、残念ながら現状は後者だろうというのが結論である。
『背信の科学者たち』については絶版中であったが、今回単行本として
新装復刊されることになった。この 2冊、若い研究者やこれから医学の道
に進む医学生の方々に、ぜひ読んで欲しい。

● ● ● ● ● ● ● ● ●【読んだ本】● ● ● ● ● ● ● ● ●

【1】 背信の科学者たち
論文捏造、データ改ざんは 
なぜ繰り返されるのか

●ウイリアム・ブロード 
ニコラス・ウェイド（著） 
牧野賢治（訳） 
講談社ブルーバックス 

（2006年11月初版、原著は1983年初版） 
2014年6月新装復刊予定

【2】  論文捏造
●村松秀（著） 

中公新書ラクレ 
（2006年９月初版）

○テーマ─

論文ねつ造とその深層

現代の犯罪と捜査権力の闇
～少女誘拐殺人事件と鳥取連続不審死事件～

○テーマ─

○テーマ─

喜多　徹（野々市市・内科）

複眼的に思索する複眼的に思索する
43その読書教室読書教室

喜多　徹（野々市市・内科）

複眼的に思索する複眼的に思索する
44その読書教室読書教室
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大平　政樹（金沢市・外科）
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─古き良き沖縄、竹富島─

ドクター・コロ
八重山を歩く八重山を歩く6回シリーズ

原
稿
募
集
中
　
趣
味
や
旅
行
記
、
医
療
・
福
祉
に
関
し
て
や
平
和
、
環
境
問
題
に
つ
い
て
な
ど
、
会
員
寄
稿
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。
事
務
局
の
杉
野
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
0
7
6
（
2
2
2
）
5
3
7
3

八
重
山
諸
島
は
実
に
多
く
の

島
か
ら
成
っ
て
い
る
。
日
本
最

西
端
の
与
那
国
島
、
有
人
最
南

端
の
波
照
間
島
、
牛
に
出
会
っ

て
も
人
に
は
滅
多
に
会
わ
な
い

黒
島
。
有
名
所
と
し
て
は
西
表

島
、
由
布
島
、
竹
富
島
、
そ
し

て
小
浜
島
が
あ
る
。
観
光
客
は

後
の
四
島
を
巡
る
の
が
最
も
一

般
的
で
あ
る
。
離
島
ツ
ア
ー
の

人
気
№
１
と
い
う
や
つ
だ
。
ち

な
み
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ち
ゅ
ら
さ
ん
の

舞
台
が
小
浜
島
だ
。
小
浜
島
が

最
も
特
徴
が
な
く
、
山
と
海
を

備
え
た
ど
こ
に
で
も
あ
る
日
本

の
小
島
そ
の
も
の
だ
。
小
浜
島

に
は
「
は
い
む
る
ぶ

し
」
と
言
う
超
有
名

な
リ
ゾ
ー
ト
宿
泊
施

設
が
あ
り
、
食
事
・

買
い
物
・
マ
リ
ン
レ

ジ
ャ
ー
・
散
策
す
べ

て
が
そ
の
広
大
な
エ

リ
ア
で
完
結
す
る
。

ま
あ
、
外
へ
出
て
も

何
も
な
い
。

八
重
山
の
島
々
の

魅
力
は
一
言
で
言
う

と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
島

が
個
性
的
で
あ
り
、

驚
く
ほ
ど
異
な
る
世
界
を
持
っ

て
い
る
こ
と
だ
。
そ
れ
故
に
訪

れ
る
旅
人
は
飽
く
こ
と
を
知
ら

ず
、
来
る
度
に
新
し
い
八
重
山

を
発
見
す
る
。
そ
の
中
で
も
私

の
最
も
好
き
な
島
、
竹
富
島
に

つ
い
て
お
話
し
す
る
と
し

よ
う
。

竹
富
島
は
、
い
た
っ
て
小
さ

な
島
だ
。
石
垣
島
の
目
と
鼻
の

先
に
あ
っ
て
、
多
少
海
が
荒
れ

て
も
お
出
か
け
で
き
る
。
人
口

も
わ
ず
か
三
百
五
十
人
足
ら

ず
、
面
積
は
五
・
四
二
㎢
と
石

垣
島
の
四
十
分
の
一
に
満
た
な

い
。
能
登
島
と
比
べ
て
も
十
分

の
一
強
足
ら
ず
。だ
が
一
方
で
、

こ
の
島
ほ
ど
八
重
山
ら
し
い
、

否
沖
縄
ら
し
い
島
は
他
に
な

い
。
独
特
の
赤
瓦
に
覆
わ
れ
た

家
並
み
、
珊
瑚
で
固
め
ら
れ
た

塀
、
中
で
も
珊
瑚
砂
が
敷
き
詰

め
ら
れ
た
集
落
の
道
路
が
白
く

輝
い
て
、ひ
た
す
ら
に
美
し
い
。

小
さ
く
て
大
き
な
島
が
竹
富

島
だ
。

島
に
渡
る

と
、
港
に
は
お

出
迎
え
の
バ
ス

が
ひ
し
め
く
。

時
間
の
あ
る
方

は
、
ボ
ー
ト
に

乗
っ
て
珊
瑚
礁

の
海
底
を
見
学

す
る
の
も
楽
し

い
。
だ
が
、
コ

ロ
が
皆
さ
ん
に

絶
対
に
足
を
運

ん
で
ほ
し
い
と

思
う
の
は
、
港

の
す
ぐ
横
に
あ

る
「
竹
富
島
ビ

ジ
タ
ー
セ
ン

タ
ー
、
ゆ
が
ふ

館
」
だ
。
今
年
二
月
に
再
訪
し

た
時
は
、
気
ま
ま
旅
だ
っ
た
の

で
、
ゆ
っ
く
り
立
ち
寄
れ
た
。

ホ
ン
ト
幸
せ
な
時
間
だ
っ
た
。

こ
の
と
こ
ろ
、
日
本
国
内
で
の
カ
ジ
ノ
解
禁
が
議
論
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
私
は
今
も
年
に
複
数
回
ラ
ス
ベ
ガ

ス
に
行
っ
て
い
ま
す
の
で
、
友
人
か
ら
「
お
ま
え
は
日
本
で

の
カ
ジ
ノ
解
禁
を
さ
ぞ
心
待
ち
に
し
て
い
る
だ
ろ
う
」
と
指

摘
さ
れ
る
こ
と
が
時
々
（
た
び
た
び
？
）
あ
り
ま
す
。
と
こ

ろ
が
実
際
は
そ
れ
ほ
ど
で
も
な
い
の
で
す
。

私
が
ラ
ス
ベ
ガ
ス
に
行
く
一
番
の
理
由
は
、
も
ち
ろ
ん

ギ
ャ
ン
ブ
ル
で
す
。
そ
れ
は
間
違
い
な
い
の
で
す
が
、
ラ
ス

ベ
ガ
ス
の
街
全
体
の
雰
囲
気
と
い
う
か
、
い
っ
て
み
れ
ば
あ

の
ば
か
ば
か
し
さ
と
い
う
も
の
も
と
て
も
捨
て
が
た
い
の
で

す
。
カ
ジ
ノ
ホ
テ
ル
は
や
た
ら
だ
だ
っ
広
い
し
、
偽
物
の
自

由
の
女
神
と
エ
ッ
フ
ェ
ル
塔
が
共
存
し
て
い
た
り
、
た
だ
火

を
噴
き
あ
げ
る
だ
け
の
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
が
あ
っ
た
り
し

て
、
と
に
か
く
、
ば
か
ば
か
し
い
の
で
す
。
そ
ん
な
中
に
身

を
置
い
て
い
る
と
、
日
常
生
活
か
ら
は
完
全
に
離
れ
た
感
覚

と
な
り
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
で
多
少
負
け
が
込
ん
で
も
「
ま
あ
、

い
い
か
」
と
な
り
ま
す
。
し
か
も
使
う
お
金
は
Ｕ
Ｓ
ド
ル
で

す
か
ら
、
普
段
の
経
済
活
動
と
は
一
定
の
距
離
を
置
く
こ
と

が
で
き
ま
す
。私
の
ラ
ス
ベ
ガ
ス
仲
間
の
う
ち
に
は
、ブ
ラ
ッ

ク
チ
ッ
プ
（
一
枚
百
ド
ル
で
す
）
を
平
気
で
賭
け
る
知
人
が

何
人
か
い
る
の
で
す
が
、
彼
ら
と
話
を
し
て
も
「
こ
れ
が

一
万
円
札
だ
っ
た
ら
絶
対
賭
け
な
い
よ
ね
〜
」
と
い
う
意
見

が
大
勢
を
占
め
て
い
ま
す
。
確
か
に
日
本
国
内
で
日
本
円
を

用
い
て
ギ
ャ
ン
ブ
ル
を
す
る
と
な
る
と
、
あ
ま
り
に
生
々
し

く
な
っ
て
、
十
分
に
楽
し
め
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。

さ
ら
に
危
惧
す
る
の
が
カ
ジ
ノ
ゲ
ー
ム
の
ペ
イ
ア
ウ
ト

率
、
つ
ま
り
集
め
た
金
額
の
う
ち
で
客
側
に
還
元
す
る
金
額

の
割
合
で
す
。
現
在
の
日
本
の
公
営
ギ
ャ
ン
ブ
ル
で
は

七
五
％
と
い
う
世
界
に
例
を
み
な
い
搾
取
的
な
数
字
で
す
。

カ
ジ
ノ
が
で
き
た
と
し
て
も
、
結
果
的
に
あ
ま
り
に
ひ
ど
い

ペ
イ
ア
ウ
ト
率
の
ゲ
ー
ム
ば
か
り
な
ら
、「
や
っ
ぱ
り
や
ー

め
た
」
と
な
り
そ
う
で
す
。

今
回
は
個
人
的
な
こ
と
ば
か
り
に
な
り
ま
し
た
が
、
い
う

ま
で
も
な
く
カ
ジ
ノ
に
は
、
い
ろ
ん
な
意
味
で
負
の
側
面
が

あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
ま
た
別
の
機
会
に
書
か
せ

て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

私
が
日
本
の
カ
ジ
ノ
解
禁
に 

　 

積
極
的
に
な
れ
な
い
理
由

三
宅
　
靖
（
金
沢
市･

内
科
）
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八
重
山
の
歴
史
の
紹
介
、
生
活

用
具
の
展
示
、
ビ
デ
オ
上
映
な

ど
盛
り
沢
山
だ
が
、
一
番
気
に

入
っ
た
の
は
民
話
の
語
り
で
あ

る
。
ボ
タ
ン
を
押
す
と
ヘ
ッ
ド

フ
ォ
ン
か
ら
、
お
ば
ー
の
ゆ
っ

た
り
と
し
た
語
り
が
聞
こ
え
て

く
る
。
島
言
葉
で
紡
が
れ
る
言

葉
の
流
れ
に
心
が
癒
さ
れ
る
。

気
が
つ
く
と
、
島
時
間
に
同
期

し
て
い
る
自
分
が
い
る
。
こ
こ

は
、
は
ま
る
。

集
落
の
中
を
歩
く
と
、
そ
こ

こ
こ
で
水
牛
車
に
出
会
う
。

元
々
島
に
あ
っ
た
乗
り
物
で
は

な
く
、
台
湾
か
ら
輸
入
さ
れ
た

も
の
だ
と
言
う
。
そ
の
水
牛
の

歩
く
姿
が
こ
れ
ま
た
何
と
も
言

え
な
い
。珊
瑚
の
塀
に
は
、ブ
ー

ゲ
ン
ビ
リ
ア
が
咲
き
誇
り
、
一

年
中
枯
れ
る
こ
と
を
知
ら
な

い
。
不
思
議
な
季
節
感
だ
。

カ
イ
ジ
浜
は
、
別
名
星
砂
の

浜
と
呼
ば
れ
、
訪
問
客
が
必
ず

立
ち
寄
る
場
所
だ
。
ま
ぶ
し
い

ほ
ど
に
白
い
砂
の
中
に
、
人
々

は
小
さ
い
星
砂
を
探
す
。
実
は

原
生
生
物
、
有
孔
虫
の
殻
が
そ

の
正
体
だ
が
、
肉
眼
で
視
認
で

き
る
限
界
の
大
き
さ
の
そ
れ
を

見
つ
け
た
時
は
事
の
他
、
う
れ

し
い
。
こ
の
カ
イ
ジ
浜
は
、
漢

字
で
は
「
皆
治
浜
」
と
記
さ
れ

る
。
浜
の
入
り
口
に
、
蔵
元
跡

と
い
う
史
跡
が
あ
る
の
だ
が
、

こ
こ
は
琉
球
時
代
、
八
重
山
全

体
を
統
治
し
て
い
た
役
所
と
年

貢
の
倉
が
あ
っ
た
場
所
だ
。
そ

こ
ま
で
聞
く
と
、
皆
治
浜
（
皆

を
治
め
る
浜
）
の
意
味
が
初
め

て
分
か
る
。
や
は
り
、
竹
富
島

は
大
き
な
島
だ
。
で
も
警
察
官

は
一
人
も
い
な
い
。
行
き
た
く

な
っ
た
で
し
ょ
！　

あ
ー
、「
安

里
屋
ユ
ン
タ
」
の
話
、
書
く
の

忘
れ
た
。

囲 碁

（解答は 5面にあります） （解答は 5面にあります）

持
駒

　金
銀

黒先　７分で１、２級以上
〈ヒント〉 一手目が白の眼形を奪う
 好手です。

〈ヒント〉 金はとどめに残す…。
 （10分で２級）

■出題　九段　石榑郁郎
■出題　九段　西村一義

123456
一
二
三
四
五
六

初級編 初級編

玉

歩
金

桂 香

桂

角

歩

二重枠（2つあります）に
入った数字の合計はいく
つになるでしょう。
【ルール】
①空いているマスに、1か
ら 9までの数字のどれか
を入れます。

②タテ列（9列あります）、
ヨコ列（9列あります）、
太線で囲まれた3× 3の
ブロック（それぞれ 9マ
スあるブロックが9つあ
ります）のどれにも1か
ら9までの数字が1つず
つ入ります。

（答え5面）
パズル制作／ニコリ

SUDOKU 数 独4 3 2 1
9 1 6
7 2 5 4

3 8 6 □ 4
4 3 2

6 □ 2 7 5
6 5 8 1
8 2 3

9 7 1 6

竹富島では集落の至る所で、水牛車に出会う。
その歩くリズムといい、姿といい、何とも愛らしい

カイジ浜（皆治浜）では、星砂を探す観光客の姿が見られる。
浜の入り口に蔵元跡の立て札があるが、立ち止まる人は少ない
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